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(57)【要約】
【課題】起立性向を有する吸収部によって排泄物の横漏
れを効果的に防止し得るとともに、吸液構造体の一部を
折曲して該吸収部を確実に起立させることのできる着用
物品の提供。
【解決手段】吸液構造体３４は、吸液性コア４３と、少
なくともクロッチ域１５に位置する第１吸収部４１と、
第１吸収部４１の横方向Ｘの外側に位置する第２吸収部
４２とを有し、第２吸収部４２は、第１吸収部４１の肌
対向面側へ折り曲げられ、かつ、縦方向Ｙにおいて離間
する両端部が第１吸収部４１に固定されている。第２吸
収部４２には、縦方向Ｙへ延びるサイド弾性体３８が配
設されており、折曲された部分には、吸液性コア４３が
位置し、その少なくとも一部には、縦方向Ｙに延びる、
エンボス加工によって形成された凹状の折曲案内部４８
が位置する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及びそれに直交する横方向と、肌対向面及び着衣対向面と、前ウエスト域と、後
ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、少なくとも前記クロッチ
域に配置された吸液構造体とを含む使い捨て着用物品において、
　前記吸液構造体は、吸液性コアと、少なくとも前記クロッチ域に位置する第１吸収部と
、前記第１吸収部の前記横方向の外側に位置する第２吸収部とを有し、
　前記第２吸収部は、前記第１吸収部の前記肌対向面側へ折り曲げられ、かつ、前記縦方
向において離間する両端部が前記第１吸収部に固定されており、
　前記第２吸収部には、前記縦方向へ延びるサイド弾性体が配設されており、
　前記折曲された部分には前記吸液性コアが位置し、その少なくとも一部には、前記縦方
向に延びる、エンボス加工によって形成された凹状の折曲案内部が位置することを特徴と
する前記着用物品。
【請求項２】
　前記折曲案内部は、前記横方向において互いに離間して並ぶ複数条の凹状溝から形成さ
れる請求項１に記載の着用物品。
【請求項３】
　前記折曲案内部は、前記縦方向において非連続であって、前記縦方向において互いに離
間して配置された複数の圧縮凹部から構成される請求項１又は２記載の着用物品。
【請求項４】
　前記圧縮凹部は、高圧縮部とそれを囲む低圧縮部とを有し、前記横方向において隣接す
る前記凹状溝どうしの前記圧縮凹部が前記横方向において互いに交差しない部分を有する
請求項３に記載の着用物品。
【請求項５】
　前記折曲案内部が、前記吸液構造体の前記肌対向面側から前記着衣対向面側ヘ向かって
凹となる請求項１～４のいずれかに記載の着用物品。
【請求項６】
　前記吸液性コアは、高吸収性ポリマー粒子とフラッフ木材パルプとの混合物から構成さ
れており、前記折曲案内部が位置する領域において、前記吸液性コアにおける前記フラッ
フ木材パルプの含有量が他の部分比して高い請求項１～５のいずれかに記載の着用物品。
【請求項７】
　前記第２吸収部は、前記吸液構造体の前記肌対向面側に位置し、かつ、着用状態におい
て身体に当接する当接面を有し、前記当接面は親水性を有する請求項１～６のいずれかに
記載の着用物品。
【請求項８】
　前記第２吸収部において、前記側部弾性体は前記当接面の側に位置する請求項７に記載
の着用物品。
【請求項９】
　前記吸液構造体は、前記縦方向へ延びるスリットを有し、前記スリットは前記折曲案内
部の一部と重なる請求項１～８のいずれかに記載の着用物品。
【請求項１０】
　前記吸液構造体に対して着脱可能な吸収パッドをさらに有し、前記吸収パッドの前記縦
方向へ延びる両側縁部は、前記第２吸収部における前記両端部間に位置する非固定域と前
記第１吸収部との間に位置する請求項１～９のいずれかに記載の着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨てのトイレット・トレーニングパンツ、使い捨て失禁パンツ、使い捨
ての生理用パンツ等の使い捨て着用物品に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、体液の横漏れを防止するための手段を備えた使い捨て着用物品は公知である。例
えば、特許文献１には、前後ウエスト域とクロッチ域とを有するおむつ本体と、吸液構造
体とを備え、吸液構造体は少なくともクロッチ域に配置された第１吸収部と、第１吸収部
の両側において起立する防漏壁上に位置する第２吸収部とを有する使い捨ておむつが開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平６－１７７２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された発明に係る使い捨ておむつでは、おむつの着用状態において、
防漏壁が第１吸収部から離間するように起立して第２吸収部が着用者の鼠径部に当接され
、着用者の身体に対するフィット性が向上して排泄物の横漏れが防止される。
【０００５】
　しかし、第１吸収部と第２吸収部との間に位置する防漏壁は、疎水性の繊維不織布から
形成されており吸液性を有するものではないので、比較的に多量の体液が排泄されときに
該部分から体液が吸液構造体の外に漏れ出るおそれがある。一方、かかる不利益を防止す
るために、第１吸収部と第２吸収部とを連続する吸液構造体で形成してその一部を折り曲
げることによって第２吸収部を起立させることもできる。しかし、その場合には、吸液構
造体が所要の厚さ寸法を有するので、製造工程において該折曲部分において曲げ難く、無
理に曲げようとすると吸液構造体の一部が破断してしまうおそれがある。
【０００６】
　本発明の課題は、起立性向を有する吸収部によって排泄物の横漏れを効果的に防止し得
るとともに、吸液構造体の一部を折曲して該吸収部を確実に起立させることのできる着用
物品の提供に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明は、縦方向及びそれに直交する横方向と、肌対向面
及び着衣対向面と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置する
クロッチ域と、少なくとも前記クロッチ域に配置された吸液構造体とを含む使い捨て着用
物品に関する。
【０００８】
　本発明に係る使い捨て着用物品は、前記吸液構造体は、吸液性コアと、少なくとも前記
クロッチ域に位置する第１吸収部と、前記第１吸収部の前記横方向の外側に位置する第２
吸収部とを有し、前記第２吸収部は、前記第１吸収部の前記肌対向面側へ折り曲げられ、
かつ、前記縦方向において離間する両端部が前記第１吸収部に固定されており、前記第２
吸収部には、前記縦方向へ延びるサイド弾性体が配設されており、前記折曲された部分に
は前記吸液性コアが位置し、その少なくとも一部には、前記縦方向に延びる、エンボス加
工によって形成された凹状の折曲案内部が位置することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る使い捨て着用物品によれば、吸液構造体が、その中央部からなる第１吸収
部と、第１吸収部の肌対向面側へ折曲された第２吸収部とを有し、折曲れた部分の少なく
とも一部には、エンボス加工から形成された凹状の折曲案内部が位置するので、製造時に
おける折曲工程が容易であるとともに、着用者の姿勢が変化等しても着用中に折曲が解除
されるおそれはなく、第２吸収部の起立状態を維持して体液の横漏れを確実に防止するこ
とができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る使い捨て着用物品の一例として示す、第１実施形態における使い捨
ておむつの正面図。
【図２】各弾性体をおむつの縦方向及び横方向へ伸長させた状態における、おむつの一部
破断展開図。
【図３】おむつの分解斜視図。
【図４】（ａ）吸液構造体の一部破断展開斜視図。（ｂ）吸液構造体の一部破断斜視図。
【図５】（ａ）図４（ａ）において一点鎖線Ｖ（ａ）で囲んだ部分拡大図。（ｂ）図５（
ａ）に示す、Ｖ（ｂ）に沿う模式的断面図。
【図６】図２のＶＩ－ＶＩ線に沿う模式的断面図。
【図７】図６において一点鎖線ＶＩＩで囲んだ部分の一部拡大図。
【図８】被覆シートとの接合域のみをドット状で示す、吸液構造体の平面図。
【図９】おむつの着用状態におけるレッグ開口周辺の拡大図。
【図１０】図９のＸ－Ｘ線に沿う模式的断面図。
【図１１】第２実施形態に係るおむつの吸液構造体の平面図。
【図１２】（ａ）第３実施形態に係るおむつの吸液構造体の一部破断展開斜視図，（ｂ）
第３実施形態に係るおむつの吸液構造体の一部破断斜視図。
【図１３】図１２に示す、ＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線に沿う模式的断面図。
【図１４】第４実施形態に係るおむつの吸液構造体の平面図。
【図１５】図１４のＸＶ－ＸＶ線に沿う模式的断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１～３を参照すると、本発明の使い捨て着用物品の一例として示すパンツ型のおむつ
１０は、縦方向Ｙ及びそれに直交する横方向Ｘと、その横方向Ｘの寸法を２等分する縦中
心線Ｐと、その縦方向Ｙの寸法を２等分する横中心線Ｑとを有し、吸収シャーシ１１と、
環状の弾性ウエストパネル１２とを含む。
【００１２】
　おむつ１０は、肌対向面及びその反対側の着衣対向面と、前ウエスト域１３と、後ウエ
スト域１４と、前後ウエスト域１３，１４の間に位置するクロッチ域１５と、ウエスト開
口及び一対のレッグ開口１６とを有する。ウエスト開口は、環状の弾性ウエストパネル１
２で画成され、一対のレッグ開口１６は、吸収シャーシ１１と環状の弾性ウエストパネル
１２とで画成される。
【００１３】
＜弾性ウエストパネル＞
　図２を参照すると、弾性ウエストパネル１２は、前ウエスト域１３に位置する前ウエス
トパネル１８と、後ウエスト域１４に位置する後ウエストパネル１９とから構成される。
前後ウエストパネル１８，１９は、吸収シャーシ１１の前後端部３０，３１と交差して横
方向Ｘへ延びる中間内端縁１８ａ，１９ａと、縦方向Ｙにおいて中間内端縁１８ａ，１９
ａと離間対向して横方向Ｘへ延びる外端縁１８ｂ，１９ｂと、外端縁１８ｂ，１９ｂから
下方へ延びる両外側縁１８ｃ，１９ｃと、両外側縁１８ｃ，１９ｃと中間内端縁１８ａ，
１９ａとをつなぐ凹曲状の内側縁１８ｄ，１９ｄとによって略台形状に形成される。前ウ
エストパネル１８の外側縁１８ｃのそれぞれと後ウエストパネル１９の外側縁１９ｃとは
、互いに重ね合わされて、縦方向Ｙへ断続的に延びるサイドシーム２０によって連結され
ることによってウエスト開口及び一対のレッグ開口１６が画定される。サイドシーム２０
では、熱又は超音波によるエンボス加工によって互いに重なり合うシートが融着される。
【００１４】
＜前後ウエストパネル＞
　図２を参照すると、前後ウエストパネル１８，１９は、肌対向面側に位置する内層シー
ト２１，２２と、着衣対向面側に位置する外層シート２３，２４と、横方向Ｘへ延びる複
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数条のストリング状又はストランド状の弾性材料から形成され、内外層シート２１～２４
の間においてホットメルト接着剤を介して伸長状態で収縮可能に取り付けられた前後ウエ
スト弾性体２５，２６とを有する。
【００１５】
　前ウエスト弾性体２５は、前ウエストパネル１８の外端縁１８ｂに沿って横方向Ｘへ延
びる上方前ウエスト弾性体２５Ａと、横方向Ｘにおいて離間対向して配置された一対の下
方前ウエスト弾性体２５Ｂから構成される。後ウエスト弾性体２６は、後ウエストパネル
１９の外端縁１９ｂに沿って横方向Ｘへ延びる上方後ウエスト弾性体２６Ａと、横方向Ｘ
において離間対向して配置された一対の中間後ウエスト弾性体２６Ｂと、内側縁１９ｄに
沿って凹曲して延び、かつ、横方向Ｘにおいて離間対向して配置された一対の下方後ウエ
スト弾性体２６Ｃとから構成される。
【００１６】
　前後ウエストパネル１８，１９を構成する各種のシート、すなわち、内外層シート２１
，２２，２３，２４は、スパンボンド繊維不織布またはＳＭＳ（スパンボンド・メルトブ
ローン・スパンボンド）繊維不織布等の公知の繊維不織布、プラスチックフィルムと不織
布とのラミネートシート等から形成することができる。互いに積層されたシートは、少な
くともいずれか一方の内面に間欠的に塗布されたホットメルト接着剤又は前記熱溶着手段
によって接合される。前後ウエスト弾性体２５，２６は、繊度が約３００～１２００ｄｔ
ｅｘであって、収縮または弛緩された状態から約１．８～３．５倍に伸長されて固定され
たストリング状またはストランド状の弾性材料から形成することができる。
【００１７】
＜吸収シャーシ＞
　図２を参照すると、吸収シャーシ１１は、縦長の略矩形状であって、前ウエストパネル
１８の肌対向面と連結された前端部３０と、後ウエストパネル１９の肌対向面と連結され
た後端部３１と、前後端部３０，３１間において縦方向Ｙへ延び、クロッチ域１５の一部
を形成する中間部３２とを有する。
【００１８】
　図２及び３を参照すると、吸収シャーシ１１は、透液性の身体側ライナ３３とそれに身
体側が被覆された吸収体３４とを有する吸液構造体３５と、吸収体３４の着衣対向面側に
位置する疎水性の被覆シート３６とを含む。身体側ライナ３３は、例えば、親水化処理さ
れたスパンボンド繊維不織布、ＳＭＳ繊維不織布等から形成することができる。被覆シー
ト３６は、疎水性のＳＭＳ繊維不織布やスパンボンド不織布等から形成される。被覆シー
ト３６と吸液構造体３５との間には、通気性及び不透液性を有するプラスチックフィルム
から形成された防漏シート３７が配置される。防漏シート３７はオプションであって、本
実施形態において、後記の接合部７０，７１は、吸液構造体３５と防漏シート３７とを接
合するためのものであるが、防漏シート３７を配置していない場合には、吸液構造体３５
と被覆シート３６とを接合する。
【００１９】
　吸収体３４は、フラッフ木材パルプや高吸収性ポリマー粒子（ＳＡＰ）等の吸収性・離
散材料から形成された吸液性コア４３と、吸液性コア全体を包被する質量約１０～２０ｇ
／ｍ２のティッシュペーパ等から形成された透液性のコアラップシート４４とを有する。
【００２０】
　図３及び図４（ａ），（ｂ）を参照すると、吸液構造体３５は、第１吸収部（中央部）
４１と、第１吸収部４１の両側に位置して縦方向Ｙへ延びる一対の折曲ライン４０と、折
曲ライン４０から横方向Ｘの外側に位置する第２吸収部（両側部）４２とを有する。両側
部４２は、折曲ライン４０に沿って内方へ折り曲げられて第１吸収部４１に位置するホッ
トメルト接着剤を塗布してなる前端固定部４５及び後端固定部４６を介して固定される。
第２吸収部４２のうちの前後端固定部４５，４６の位置する面の反対側の面には、複数条
の側部弾性体３８が取り付けられる。このように、吸液構造体３５の両側部を内側に倒伏
（内倒し）させて前後端固定部４５，４６を介して固定することによって、おむつ１０の
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着用状態において、側部弾性体３８が伸長されて第２吸収部４２は着用者の身体へ向かっ
て起立する。本実施形態において、前後端固定部４５，４６は、吸液構造体３５の前後端
部であって、かつ、後述する第２吸収部４２の基側縁部５０側に位置している。また、前
後端固定部４５，４６は、おむつ１０の平面視において、弾性ウエストパネル１２と重な
って位置している。本実施形態において、「折曲ライン４０」は、吸液構造体３５の一部
を折曲した部分であって、折曲された状態においてライン状の形状が視認できるもののほ
かに、比較的に緩やかに折曲されて、展開したときに視認できる程度の形状の変化が形成
されない場合も含む。
【００２１】
　また、吸液構造体３５は、折曲ライン４０に沿って縦方向Ｙへ延びる一対の凹状の折曲
案内部４８を有する。折曲案内部４８は、縦方向Ｙへ延びる、エンボス加工によって形成
された凹状溝であって、互いに横方向Ｘにおいて離間する複数条の凹状溝４８Ａ，４８Ｂ
を有する。凹状溝４８Ａ，４８Ｂは、縦方向Ｙにおいて断続的に配置された複数の圧縮凹
部４９を有する。折曲案内部４８においては、複数の圧縮凹部４９が配置されることによ
って他の部分に比して肉薄かつ剛性が高くなっている。かかる比較的に剛性の高い折曲案
内部４８が折曲ライン４０に沿って形成されていることによって、両側部４２を中央部４
１に向かって折り曲げるときに、それを起点として折り曲げ易くなる。
【００２２】
　折曲案内部４８を形成する方法としては、例えば、吸収体３４の一部を取り除いたり、
厚さ寸法がほぼ均一な吸収体３４において該部位のみ圧縮変形させることが考えられると
ころ、折曲案内部４８は後者の方法（エンボス加工）によって形成される。したがって、
折曲案内部４８は、他の部分に比して厚さ寸法が小さく、かつ、圧縮されて比較的に高剛
性かつ高密度である。したがって、折曲案内部４８は折曲の起点になり易いとともに、進
入した体液を縦方向Ｙへ速やかに移動させることができる。
【００２３】
　また、吸収体３４の吸液性コア４３は、ＳＡＰとフラッフ木材パルプとの混合物から形
成されているところ、折曲案内部４８におけるフラッフ木材パルプの含有率が他の部分に
比して高いことが好ましい。具体的には、本実施形態において、折曲案内部４８を除く部
分においてフラッフ木材パルプの含有量が約５５～６５質量％（ＳＡＰの含有量が約４５
～３５質量％）であるのに対し、折曲案内部４８においてフラッフ木材パルプの含有量が
約７５～９０質量％（ＳＡＰの含有量が約２５～１０質量％）となるように設定すること
が好ましい。このように、折曲案内部４８においてフラッフ木材パルプの含有量が比較的
に高い場合には、ｉ）製造工程において、凹状の形状を保形するために水分を吹き付けた
ときに、ＳＡＰが水分を吸収して膨潤して所定の保形性を維持することができないおそれ
があるところ、ＳＡＰの含有量を相対的に一定以下に抑えることによって、かかる事態を
避けることができ、また、ｉｉ）着用中において、折曲案内部４８に体液が進入して吸収
体３４で吸収したときに、ＳＡＰが膨潤することによって凹状の形状が崩れて圧縮凹部４
９の深さが小さくなり、第２吸収部４２の起立した状態が維持できなくなるおそれがある
のを防止することができる。
【００２４】
　図５（ａ）は、図４において一点鎖線Ｖ（ａ）で囲んだ領域の一部拡大図である。図５
を参照すると、各凹状溝４８Ａ，４８Ｂを形成する複数の圧縮凹部４９は、その長さ方向
において対向する両端縁４９ａ，４９ｂと、その幅方向において対向する両側縁４９ｃと
から画成された略矩形状を有する。横方向Ｘにおいて隣り合う凹状溝４８Ａの圧縮凹部４
９と凹状溝４８Ｂの圧縮凹部４９とは、互いに横方向Ｘ及び縦方向Ｙにおいて位置ずれし
て配置されており、横方向Ｘにおいて互いに交差しない部分を有する。各圧縮凹部４９は
、低圧縮部５３と、低圧縮部５３に囲まれた複数の高圧縮部５４とを有する。高圧縮部５
４においては、吸収体３４が低圧縮部５３に比してより深く（強く）圧縮されており、そ
の厚さ寸法は低圧縮部５３よりも小さく、かつ、より剛性が高く、高密度である。
【００２５】
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　図５（ｂ）を参照すると、折曲案内部４８の圧縮凹部４９の厚さ寸法（高圧縮部５４の
位置する最深の厚さ寸法）Ｄ２は、吸液構造体３５を確実に折曲して第２吸収部４２を第
１吸収部４１上に配置するために、吸液構造体３５の厚さ寸法Ｄ１の約４５～８５％の大
きさであることが好ましい。かかる比率が約４５％未満の場合には、折曲ライン４０にお
いて吸液構造体３５を確実に折曲することができず、着用状態において、特に着用者の姿
勢が変化等して第２吸収部４２に対してそれを倒伏しようとする力が作用する場合には、
第２吸収部４２の起立状態が解除されるおそれがある。一方、かかる比率が約８５％を超
える場合には、折曲案内部４８において吸液構造体３５が比較的に肉薄になりすぎて、折
曲工程中又は着用中に、該部分が破断してしまうおそれがある。
【００２６】
　折曲案内部４８は、吸収体３４の肌対向面側において凹となる凹状溝であるが、折曲案
内部４８を介して吸収体３４を折曲して、第２吸収部４２を第１吸収部４１上に位置させ
ることができる限りにおいて、吸収体３４の被覆シート３６と対向する側の面において凹
となる凹状溝であってもよい。ただし、前者の場合には、後者の場合に比べて、折曲ライ
ン４０に沿って第１吸収部４１と第２吸収部４２とを互いの肌対向面が対向するように折
曲し易く、かつ、肌対向面側に排泄された体液を誘導し易いといえる。また、折曲案内部
４８は、折曲が維持される限りにおいて、折曲ライン４０のうちの少なくとも一部と重な
って位置していればよく、さらに、横漏れ防止の観点から、吸液構造体３５の両側部のう
ちの少なくとも一方側部の折曲ライン４０において重なって位置していればよい。
【００２７】
　図６を参照すると、第２吸収部４２は、着用状態において着用者の身体に当接する当接
面５９Ａとその反対側に位置する非当接面５９Ｂと、第１吸収部４１と連結された基側縁
部５０と、基側縁部５０よりも内方へ（縦軸Ｐ側へ）位置する自由側縁部５１とを有する
。第２吸収部４２は、吸液体３４とその身体側を被覆する透液性の身体側ライナ３３とか
ら構成されているので、その外面全体（肌当接面５９Ａと非肌当接面５９Ｂ）が親水性を
有する。側部弾性体３８は、第２吸収部４２のうちの当接面５９Ａ側に位置しており、身
体側ライナ３３と透液性の固定シート５２との間に配置される。固定シート５２はオプシ
ョンであって、身体側ライナ３３と吸収体３４との間に側部弾性体３８を配置することも
できるが、おむつ１０の製造時において、半剛性の吸収体３４に直接的に側部弾性体３８
を取り付ける場合に比して、固定シート５２を介在させることによってより安定的に側部
弾性体３８を取り付けることができる。また、便宜上、第２吸収部４２は、その幅寸法を
２等分する、自由側縁部５１側に位置する第１区域６１と、基側縁部５０側に位置する第
２区域６２とに区分される。
【００２８】
　既述のとおり、第１及び第２吸収部４１，４２における吸液構造体３５の単位面積当た
りの質量（但し、各構成部材を接合するための接合材料は除く）は、約２００～６００ｇ
／ｍ２、好ましくは、３５０～４５０ｇ／ｍ２であって、折曲案内部４８を除き、吸液構
造体３５全体の厚さはほぼ均一である。しかし、第１吸収部４１においてより多量の体液
を吸収、保持すべく第１吸収部４１の厚さが第２吸収部４２のそれよりも大きくてもよい
し、それとは反対に、第２吸収部４２の厚さが第１吸収部４１のそれよりも大きいもので
あってもよい。特に、後者の場合には、第２吸収部４２は、剛性が比較的に高くなり、着
用者の鼠径部に挟まれても倒伏され難くなり、起立した状態を維持することができる。
【００２９】
　側部弾性体３８は、繊度が約４００～１２００ｄｔｅｘであって、収縮または弛緩され
た状態から約１．８～４．０倍に伸長されて固定されたストリング状またはストランド状
の弾性材料から形成することができる。側部弾性体３８は、第２吸収部４２の基側縁部５
０から自由側縁部５１までの幅寸法（横方向Ｘにおける寸法）全体に均等に配置されてお
り、第２吸収部４２全体が伸縮性を有する。ここで、「側部弾性体３８が均等に配置され
る」とは、設計上における寸法であって、実際の製造工程において生じる僅かな寸法誤差
を含むものである。ただし、後記の本願発明の効果を奏する限りにおいて、側部弾性体３
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８は、第２吸収部４２全体ではなくて、少なくとも第１区域６１と第２区域６２とのそれ
ぞれの一部に配置されていればよい。また、側部弾性体３８は、ストリング状又はストラ
ンド状の弾性材料ではなく、第１区域６１から第２区域６２を跨いで両区域に配置される
伸縮性繊維不織布等の弾性シートから形成されていてもよい。
【００３０】
　第２吸収部４２の各寸法についていえば、第２吸収部４２の幅寸法Ｗ１は約２０～６０
ｍｍであって、側部弾性体３８どうしの離間寸法Ｒ１（ピッチ）は約５～１５ｍｍである
。おむつ１０の着用状態において第２吸収部４２が立ち上がってその外面が面状に着用者
の身体にフィットするためには、第２吸収部４２全体が所要の伸長応力を有することが必
要であって、離間寸法Ｒ１が適当な大きさであって、かつ、側部弾性体３８の繊度、伸長
倍率が既述の好適な範囲内であれば、第２吸収部４２はかかる所要の伸長応力を発揮しう
る。また、側部弾性体３８の伸長応力はほぼ均等であってもよいし、必要に応じて、適宜
部分的に、伸長倍率を変えて伸長応力を変更することもできる。
【００３１】
　図３を参照すると、被覆シート３６の両側部は、内方へ向かって折り曲げられて、その
前後端部が接合部６５を介して吸液構造体３５上（第２吸収部４２上）に固定されている
。両側部には、縦方向Ｙへ延びる、繊度が約３００～１０００ｄｔｅｘであって、収縮ま
たは弛緩された状態から約１．６～３．０倍に伸長されて固定された複数条のストリング
状又はストランド状の弾性材料から形成されたカフ弾性体６３が配置される。カフ弾性体
６３が配置されることによって、その収縮作用によっておむつ１０の着用状態において両
側部は着用者の身体側へ起立するバリアカフ６４が形成される。
【００３２】
　図６，８を参照すると、吸液構造体３５は、被覆シート３６（防漏シート３７が配置さ
れている場合には、防漏シート３７）の吸液構造体３５と対向する面に塗布されたホット
メルト接着剤から形成された接合部７０，７１を介して被覆シート３６（防漏シート３７
が配置されている場合には、防漏シート３７）に固定されている。接合部７０，７１は、
吸液構造体３５の横方向Ｘにおける中央に位置し、吸液構造体３５の前端縁から後端縁ま
で縦方向Ｙへ延びる中央接合部７０と、中央接合部７０の横方向Ｘの両側において所与寸
法離間して位置するサイド接合部７１とを有する。サイド接合部７１は、第２吸収部４２
の基側縁部５０の下面に位置しており、吸液構造体３５の前後端縁側に位置する両端接合
部７１Ａ，７１Ｂと、両端接合部７１Ａ，１７Ｂの間に位置する中間接合部７１Ｃとを有
する。中間接合部７１Ｃと両端接合部７１Ａ，７１Ｂとは、縦方向Ｙにおいて互いに所与
寸法離間して位置する。
【００３３】
　かかる接合態様において、吸液構造体３５の中央（すなわち、第１吸収部４１の中央）
が中央接合部７０を介して被覆シート３６に安定的に固定される一方、吸液構造体３５の
対向面全体がホットメルト接着剤を介して被覆シート３６に固定されていないので、その
全体がホットメルト接着剤を介して被覆シート３６に固定されている場合に比して、吸収
シャーシ１１は全体的に柔軟性を有する。また、サイド接合部７１が第２吸収部４２の基
側縁部５０の下面に位置するので、既述のとおり、おむつ１０を着用したときに、第２吸
収部４２が基側縁部５０を起点として着用者の身体側へ向かって起立することができる。
【００３４】
　図７，９，１０を参照すると、おむつ１０の着用状態において、第２吸収部４２は、側
部弾性体３８の収縮力によって着用者の身体１７側へ向かって起立する。通常、弾性体の
収縮力によって立体カフ等を起立させる場合には、ゴムの配置された自由縁部５１のみが
着用者の身体１７に当接して立体カフ全体が面状に着用者の身体にフィットし難くなる。
本実施形態にかかるおむつ１０においては、第２吸収部４２の幅寸法全体に側部弾性体３
８が均等に配置されており、第１区域６１と第２区域６２との側部弾性体３８による縮み
寸法がほぼ同様であるので、自由側縁部５１のみではなく第２吸収部４２の当接面５９Ａ
の全体が着用者の大腿部にほぼ面状に当接する。したがって、自由側縁部５１のみが着用
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者の身体１７に当接する場合に比して身体１７に対する当接面積が大きく、フィット性に
優れ、身体１７につたってきた体液を確実に吸収、保持することができる。
【００３５】
　第２吸収部４２はその内部に圧縮弾性の吸液体３４を含み所要の厚さと剛性を有するも
のであるから、例えば、従来のおむつにおける弾性を有するシート部材のみから形成され
た立体カフ等に比べて着用者の身体１７により安定的にフィットされる。特に、着用者が
横臥した状態において、身体１７と第２吸収部４２との間に体液の漏れを原因となるよう
な隙間が形成されるのを抑制することができ、レッグ開口１６から排泄物が横漏れするの
を防止することができる。また、本実施形態のように、前後ウエスト域１３，１４が別体
の前後ウエストパネル１８，１９から形成されるおむつの場合には、体液を吸収した吸収
シャーシ１１がその自重によって適正位置からずり下がって着用者の股下に挟み込まれ易
くなるところ、第２吸収部４２が比較的に広範囲に身体１７にフィットしているので、か
かるずり下がりを防止することができる。
【００３６】
　図９及び図１０を参照すると、第２吸収部４２は、全体が着用者の身体に面状にフィッ
トするので、その一部のみがフィットして体液を吸収する場合に比して、吸収効率が高い
ものといえる。また、第２吸収部４２のうちの少なくとも当接面５９Ａが親水性を有する
ものであるから、身体１７をつたって第２吸収部４２の頂点（自由側縁部５１）を越えて
外へ漏れ出た体液を第２吸収部４２の肌対向面（当接面５９Ａ）において吸収して保持す
ることができる。また、本実施形態においては、第２吸収部４２の非当接面５９Ｂを含め
た全体が親水性を有しているので、排泄された体液は第１吸収部４１の肌対向面と第２吸
収部４２の非当接面５９Ｂとを透過してそれらに吸収、保持されるとともに、既述のとお
り、身体をつたって第２吸収部４２の頂点を越えてその肌対向面側へ移動した体液は当接
面５９Ａから吸収、保持される。ただし、第１吸収部４１に所要の体液が吸収、保持され
る限りにおいて、第２吸収部４２の非当接面５９Ｂは親水性ではなく、疎水性又は不透液
性であってもよい。かかる場合には、非当接面５９Ｂ側からの体液の吸収が抑制される一
方、おむつ１０において横方向Ｘへ移動する排泄物の漏れを効果的に防止することができ
る。
【００３７】
　従来、本発明の属する技術分野において、吸液構造体の一部を折曲ラインに沿って折曲
する構成は公知であるが、本願発明に係る折曲ライン４０は、第２吸収部４２を折曲して
第１吸収部４１上に配置した状態として吸液性能を有する立体カフを形成しようとするも
のであるから、その折曲状態が着用中における姿勢の変化等によって容易に解除されない
ことが必要である。既述のとおり、本発明においては、吸液構造体３５の肌対向面側にお
いて折曲ライン４０に沿って延びる、複数の圧縮凹部４９から形成された折曲案内部４８
が配置されていることによって、折曲された状態が維持され易く、着用中に折曲された状
態が不用意に解除されることはない。
【００３８】
　また、かかる折曲状態がさらに安定して維持されるべく、既述のとおり、圧縮凹部４９
は所要の厚さ寸法Ｄ２を有することが好ましく、または／それとともに、所要の厚さ寸法
を有する吸液構造体３５を折曲するために、折曲案内部４８は、単数ではなく複数の凹状
溝４８Ａ，４８Ｂによって形成されることが好ましい。すなわち、着用状態においては、
第２吸収部４２が第１吸収部４１に当接された状態から約１８０度までフレキシブルに旋
回（起立）させることが、第２吸収部４２を着用者の腹部、鼠径部及び臀部における様々
な身体形状に沿って面状にフィットさせるうえで好ましく、そのためには、所要の厚さ寸
法Ｄ１を有する吸液構造体３５を折曲部分の外形が尖状ではなく曲状となるように折曲す
ることが好ましい。
【００３９】
　このように、所要の厚さ寸法を有する吸液構造体３５を折曲部分において曲状とするた
めには、折曲案内部４８が所要の幅寸法を有することが必要となるところ、折曲案内部４
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８を幅寸法の比較的な大きな１条の凹状溝で形成した場合には、該部分において吸液構造
体３５の剛性が他の部分に比して高くなり過ぎて、着用感を損なうおそれがある。本実施
形態においては、折曲案内部４８が横方向Ｘにおいて互いに離間する、縦方向Ｙへ延びる
複数条の凹状溝４８Ａ，４８Ｂから形成されており、折曲案内部４８全体としては所要の
幅寸法を有する一方、凹状溝４８Ａ，４８Ｂ間に非圧縮部分が位置していることから、折
曲案内部４８全体を圧縮部分のみから形成する場合に比してその剛性が局所的に高くなり
すぎることはない。かかる効果を有する限りにおいて、凹状溝４８Ａ，４８Ｂは、２条以
上であってもよく、直状のほかに、曲状であったり、互いに形状が異なるものであっても
よい。
【００４０】
　既述のとおり、凹状溝４８Ａ，４８Ｂは、縦方向Ｙにおいて並んだ複数の圧縮凹部４９
から構成された非連続した形状を有する。したがって、凹状溝４８Ａ，４８Ｂが縦方向Ｙ
へ連続的に延びる一連の溝から形成される場合と比べて、さらに剛性を低く抑えることが
でき、かつ、側部弾性体３８の収縮力によって第２吸収部４２とともに収縮してより第２
吸収部４２を確実に起立させることができる。
【００４１】
　また、凹状溝４８Ａ，４８Ｂを構成する各圧縮凹部４９は、ほぼ同大同形であり、かつ
、凹状溝４８Ａの圧縮凹部４９と凹状溝４８Ｂの圧縮凹部４９とは、互いに横方向Ｘにお
いて僅かに位置ずれした状態で配置されている。したがって、それら横方向Ｘにおいて隣
り合う圧縮凹部どうしが横方向Ｘにおいて一致して配置されている場合に比して、吸液構
造体３５の折曲部分全体に均等に剛性を付与することができる。さらに、各圧縮凹部４９
は低圧縮部５３と高圧縮部５４とを含むものであるから、該部分が局所的に高剛性になる
ことはなく、折曲部分全体の剛性のバランスに貢献しうる。
【００４２】
　図１０を参照すると、被覆シート３６のバリアカフ６４は、第２吸収部４２の外側にお
いて、カフ弾性体６３の収縮力によって着用者の身体１７に向かって起立する。バリアカ
フ６４の幅寸法は第２吸収部４２の幅寸法Ｗ１よりも小さいので、それらが起立した状態
において、第２吸収部４２の方がバリアカフ６４よりも高くなり、バリアカフ６４が第２
吸収部４２全体を覆うことはない。具体的には、クロッチ域１５においてクロッチ域１５
の側縁から第２吸収部４２の自由側縁部５１の側縁までの前記横方向Ｘの幅寸法がクロッ
チ域１５の側縁から被覆シート６４の自由縁部までの横方向Ｘの寸法よりも大きくなって
いる。バリアカフ６４は、不透液性又は撥水性であって、着用者の身体１７をつたって第
２吸収部４２の当接面５９Ａ側に移動し、かつ、当接面５９Ａに吸収されなかった体液の
漏れを防ぐ防漏堤としての機能を有する。また、側部弾性体３８の収縮作用によって起立
した第２吸収部４２は、鼠径部間に挟まれて外側に倒伏しやすくなるところ、外側にバリ
アカフ６４が位置することによって、第２吸収部４２が外側へ倒れ込むのを防止している
。すなわち、バリアカフ６４は、第２吸収部４２とともに２重の防漏壁を形成するととも
に、第２吸収部の起立を補助する役割を果たすものである。また、既述のとおり、前後ウ
エスト域１３，１４が前後ウエストパネル１８，１９から形成されたおむつ１０において
は、体液を吸収した後に吸収シャーシ１１が自重によって適正位置からずり下がり易くな
るところ、第２吸収部４２のみならずバリアカフ６４が身体１７にフィットされるので、
かかるずり下がりを防止することができる。
【００４３】
　第２～第４実施形態に係るおむつ１０の基本構成は、第１実施形態におけるそれと同様
であって、相違する点についてのみ以下に説明する。
【００４４】
＜第２実施形態＞
　図１１を参照すると、本実施形態において、折曲案内部７５は、縦方向Ｙへ直状に延び
る中央凹状溝７５Ａと、その横方向Ｘの両側に位置する両側凹状溝７５Ｂ，７５Ｃとを有
する。両側凹状溝７５Ｂ，７５Ｃは、それぞれ、それらの両端が中央凹状溝７５Ａへ向か
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って傾斜した形状を有する。このように、折曲ライン４０に沿って確実に折曲される限り
において、折曲案内部７５は、３条以上の複数条の凹状溝から形成されていてもよいし、
各凹状溝が互いに異なる形状を有していてもよい。
【００４５】
＜第３実施形態＞
　図１２（ａ），（ｂ）及び図１３を参照すると、吸液構造体３５の縦方向Ｙの中央部に
は、折曲ライン４０及び折曲案内部４８と重なる位置に一対のスリット８０が設けられて
いる。このように、折曲ライン４０及び折曲案内部４８と平面視において重なるようにス
リット８０が部分的に配置されることによって、より折曲操作がスムーズになり、折り癖
も付き易くなる。また、折曲案内部４８においては、吸収体３４を圧縮して比較的に高剛
性であるところ、スリット８０をそれと平面視において重なるように設けることによって
、折曲案内部４８の存在領域における剛性を適宜調整することができる。
【００４６】
＜第４実施形態＞
　図１４及び図１５を参照すると、吸液構造体３５には、体液吸収性を有する別体の吸収
パッド（補助パッド）９０が配置される。吸収パッド９０は、横方向Ｘへ延びる前後端縁
９０ａ，９０ｂと前後端縁９０ａ，９０ｂ間において縦方向Ｙへ延びる両側縁９０ｃとか
ら画定された略矩形状を有し、透液性の繊維不織布又はテッシュペーパから形成されたコ
アラップシートと、該シートに包被された吸液性コアとを含む。
【００４７】
　吸収パッド９０は、その両側縁部が吸液構造体３５の第１吸収部４１と第２吸収部４２
と間に介在された状態で配置される。吸液構造体３５は、その両側部において、第１吸収
部４１と第２吸収部４２との前後端固定部４５，４６間が非固定領域となっているので、
着用者が吸収パッド９０を配置する場合には、例えば、非固定領域における第２吸収部４
２を一方の手で上方へ持ち上げて、吸収パッド９０の両側縁部を第１吸収部４１と第２吸
収部４２との間に介在するように他方の手で挿入することによって、所定の幅寸法を有す
る吸収パッド９０を吸収シャーシ１１の中央部に適正に配置することができる。また、非
固定領域に吸収パッド９０の両側縁部を挿入するときに、第２吸収部４２の基側縁部５０
の内面に当接させながらそれを案内として、縦方向Ｙへ適宜移動させて位置を調整するこ
とができる。このように、製品となったおむつ１０に対して、別体の吸収パッド９０を比
較的に容易に適正な位置に配置することができるので、排泄量に応じて、おむつ１０全体
の体液吸収量を適宜調整することができる。また、吸収パッド９０の両側縁部が第１吸収
部４１と第２吸収部４２との間に挟持されるようにして配置されるので、吸収パッド９０
の位置ずれが抑制される。
【００４８】
　また、吸収パッド９０は、その吸液構造体３５と対向する面に配置された着脱可能な止
着手段９１～９３を介して吸液構造体３５（身体側ライナ３３）の肌対向面に固定される
。止着手段９１～９３は、吸液構造体３５の肌対向面に配置されたメカニカルファスナの
ループ群を備えた受止部（図示せず）に止着されるフック群や感圧性の接着剤等から形成
される。このように、吸収パッド９０が止着手段９１～９３を介して吸液構造体３５に固
定されるので、その両側縁部が第１吸収部４１と第２吸収部４２との間に挟まれて配置さ
れる効果と相俟って、より安定的に吸液構造体３５に固定される。かかる効果を有する限
りにおいて、止着手段９１～９３は、縦方向Ｙへ連続して延びる単数又は２つ以上の複数
から形成されていてもよい。
【００４９】
　本発明のおむつ１０を構成する各構成材料には、特に記述がなされている場合を除き、
この種の分野において通常用いられている、各種の公知の材料を制限なく用いることがで
きる。また、前後ウエスト域１３，１４が別体のシート部材から構成されたものではなく
、前後ウエスト域１３，１４とクロッチ域１５とが一体に形成されていてもよい。具体的
には、内外層シート２１，２２，２３，２４が、おむつ１０の外形をなす略砂時計状の一
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枚のシート部材から形成されていてもよい。
【００５０】
　以上に記載した本発明に関する開示は、少なくとも下記事項に整理することができる。
　縦方向及びそれに直交する横方向と、肌対向面及び着衣対向面と、前ウエスト域と、後
ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と、少なくとも前記クロッチ
域に配置された吸液構造体とを含む使い捨て着用物品において、前記吸液構造体は、吸液
性コアと、少なくとも前記クロッチ域に位置する第１吸収部と、前記第１吸収部の前記横
方向の外側に位置する第２吸収部とを有し、前記第２吸収部は、前記第１吸収部の前記肌
対向面側へ折り曲げられ、かつ、前記縦方向において離間する両端部が前記第１吸収部に
固定されており、前記第２吸収部には、前記縦方向へ延びるサイド弾性体が配設されてお
り、前記折曲された部分には前記吸液性コアが位置し、その少なくとも一部には、前記縦
方向に延びる、エンボス加工によって形成された凹状の折曲案内部が位置する。
【００５１】
　上記段落に開示した本発明に係る使い捨て着用物品は、少なくとも下記の実施の形態を
含むことができる。
（１）前記折曲案内部は、前記横方向において互いに離間して並ぶ複数条の凹状溝から形
成される。
（２）前記折曲案内部は、前記縦方向において非連続であって、前記縦方向において互い
に離間して配置された複数の圧縮凹部から構成される。
（３）前記圧縮凹部は、高圧縮部とそれを囲む低圧縮部とを有し、前記横方向において隣
接する前記凹状溝どうしの前記圧縮凹部が前記横方向において互いに交差しない部分を有
する。
（４）前記折曲案内部が、前記吸液構造体の前記肌対向面側から前記着衣対向面側ヘ向か
って凹となる。
（５）前記吸液性コアは、高吸収性ポリマー粒子とフラッフ木材パルプとの混合物から構
成されており、前記折曲案内部が位置する領域において、前記吸液性コアにおける前記フ
ラッフ木材パルプの含有量が他の部分比して高い。
（６）前記第２吸収部は、前記吸液構造体の前記肌対向面側に位置し、かつ、着用状態に
おいて身体に当接する当接面を有し、前記当接面は親水性を有する。
（７）前記第２吸収部において、前記側部弾性体は前記当接面の側に位置する。
（８）前記吸液構造体は、前記縦方向へ延びるスリットを有し、前記スリットは前記折曲
案内部の一部と重なる。
（９）前記吸液構造体に対して着脱可能な吸収パッドをさらに有し、前記吸収パッドの前
記縦方向へ延びる両側縁部は、前記第２吸収部における前記両端部間に位置する非固定域
と前記第１吸収部との間に位置する。
【符号の説明】
【００５２】
１０　おむつ（使い捨て着用物品）
１２　弾性ウエストパネル
１３　前ウエスト域
１４　後ウエスト域
１５　クロッチ域
３５　吸液構造体
３８　側部弾性体
４１　第１吸収部（吸液構造体の中央部）
４２　第２吸収部（吸液構造体の両側部）
４３　吸液性コア
４４　コアラップシート
４５　前端固定部
４６　後端固定部
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４８　折曲案内部
４８Ａ，４８Ｂ　凹状溝
４９　圧縮凹部
５０　基側縁部
５１　自由側縁部
５３　低圧縮部
５４　高圧縮部
５９Ａ　当接面
８０　スリット
９０　吸収パッド（補助パッド）
Ｘ　横方向
Ｙ　縦方向
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